
平成２４年度 行政評価　　　　施策カルテ（平成２０～２３）

政策名
（基本施策名）

１　施策の取組状況
達成率

H19 H20 H21 H22 H23 H24 H23

基準年 実績 実績 実績 実績 見込み H24見通し

89.4 90.0 90.6 91.3 92.5 95.2%

88.6 88.3 88.0 87.7 88.1 88.8 95.9%

H20 H21 H22 H23

重要度 84.3 82.8 84.8 84.9 ％

満足度 28.0 41.0 39.1 39.1 ％

２　重点事業の進捗状況

前期 後期

３　施策を構成する事務事業の活動指標

H20 H21 H22 H23 H24

実績 実績 実績 実績

1,320 1,323 1,323 1,321 1,391

1,025 1,029 1,036 1,068

7,150 7,200 7,250 7,300 7,400

7,066 7,038 7,014 7,047

21 21 21 21 21

20 21 20 20

60 60 60 60 60

54 47 44 43

⑥　食品の安全性の向上施策名

◆食品による健康危害を防止するため，食品安全条例に基づ
き，事業者に対し，自主回収届出制度や自主衛生管理認証制
度（うつのみやハサップ）などを推進している。
◆食品の安全を確保するため，食品関係施設等への監視指導
を強化するとともに，食品・食肉検査体制の充実を図っている。
◆市民や食品事業者に衛生知識の向上を図るため，食品衛生
情報の提供や食品衛生教育の実施などにより，食品に関する
正しい知識の普及啓発に努めている。

◆食品営業施設の監視率については，現状を維持しており，９５.２％
の達成率となっている。
⇒食品の安全・安心を確保するため，食中毒，異物混入など突発的
な事案への対応や，自主回収届出制度や自主衛生管理認証制度（う
つのみやハサップ）の推進など，様々な事業に取り組みながら，効率
的な監視指導を実施することにより，Ｈ２４の目標は概ね達成する見
込みである。

95.2%

施　策　指　標　等
（最上段が，総合計画に基づく指標）

単位

指標の数値（上段：目標値，下段：実績値）

Ⅰ 市民の安全で健康な笑顔あふれる暮らしを支えるために ６　日常生活の安心感を高める

◆食中毒や異物混入，表示違反事例など年間を通じて発生していることから，事業者への衛生管理の指導を強化する必要がある。
特に，平成２３年１０月１日に施行された生食用食肉の規格基準及び表示基準が遵守されるよう，生食用食肉を取扱う施設に対し監
視指導を徹底する必要がある。
◆食品の安全を揺るがす事案が相次ぐ中，市民の食品に対する関心が高まっていることから，より一層，食品の安全・安心の確保を
図っていく必要がある。特に，平成２４年４月１日に食品中の放射性セシウムの新基準値が施行されたことから，流通食品の検査を行
い，基準値を超過した食品の流通防止を図る必要がある。
◆市民の食肉に対する安全・安心への要望が高まっている中，様々に変化する消費者意識に対応し，安全・安心な食肉を提供する
必要がある。

政策
の柱

％

主要な取組内容 施策指標の実績とＨ２４末の見通し
指標の
達成率

施策主管課 生活衛生課 総合計画記載頁 １２５ページ

食品営業施設の監視率

市民意識調査（重要度・満足度）

食品安全条例に基づく食品健康被害の未然防止の推進

◆食品事業者に対し，食品危害を迅速に排除できるよう，適切な自主回収の実施につい
て，指導を徹底したことから，事業者の社会的責任や消費者重視の姿勢が高まっている。
⇒引き続き，自主回収届出制度を推進していくことにより，食品健康危害の未然防止が図
られる見通し。
◆自主衛生管理認証制度（うつのみやハサップ）の積極的な周知及び食品営業施設に対す
るHACCP（ハサップ）手法の導入支援により，認証施設数は増加している。
⇒引き続き，自主衛生管理認証制度を推進していくことにより，食品健康危害の未然防止
が図られる見通し。

◆食品事業者に対し，自主回収届出制度を推進しているが，自主回収開始の
探知については，事業者からよりも他自治体からの連絡が多いことから，問
題発生時には，事業者自らが迅速に自主回収届出制度に基づき取り組むよ
う，制度について周知する必要がある。

事　　業　　名
スケジュール

事業の進捗状況とH24末の見通し 課題

課
題

事業名№ 対象者
開始
年度

活動指標等 単位

食品営業
施設及び
集団給食
施設等の
営業許可
対象外施

設

Ｈ８

収去検体数 件

監視件数 件

食品衛生講習会開催数 回

食品衛生監視指導業務1

食品関連
事業者

Ｈ１４食品健康危害防止対策2

指標の数値（上段：目標値，下段：実績値）

食品衛生責任者再教育講習会開催数 回

重点度
（Ａ～Ｃ）
※施策目標に
対する寄与度

事業の
方向性

施 策 目 標 を 達 成 す る た め の 取 組 方 針

A 継続
新たに放射性物質検査を加えた収去検査（食品抜き取り検査）
や効率的な監視指導などにより，食品の事件事故等の未然防
止が図られることから，継続して実施していく。

A 継続
食品事業者の自主衛生管理の推進や自主回収届出制度による
不良食品の速やかな回収などにより，食品による健康危害の未
然防止が図られることから，継続して実施していく。



３　施策を構成する事務事業の活動指標

H20 H21 H22 H23 H24

実績 実績 実績 実績

4,400 4,400 4,400 4,400 4,400

3,589 3,633 3,266 4,316

6,000 6,000 6,000 6,000 6,000

6,000 6,000 6,000 6,000

20 20 20 20 20

12 13 23 16

246,550 251,230 255,470 255,470 255,470

251,230 268,535 255,849 249,630

7 7 7 7 7

7 7 7 7

60 60 60 60 60

60 60 60 60

1 2 1 1 1

1 2 1 1

№ 事業名

出前講座開催数

部生活衛生安全情報紙発行部数

食品関係
営業施設

Ｈ８ 食品衛生指導員による巡回指導件数 件

食品安全知識普及啓発事業

と畜場に
搬入され
る牛，

豚，馬，
めん羊，

山羊

Ｈ８

3

5

4

食肉衛生検査業務

自主管理体制の強化推進事業負担金

食品衛生
法第29
条第2項
の規定に
よる食品
衛生検査

施設

Ｈ９6

件

外部精度管理実施項目数

7 検査機器管理事業

食肉衛生
検査所の
機器(100
万円を超

える)

Ｈ８

食品衛生検査施設信頼性確保

と畜検査頭数 頭

機器（備品）の更新件数

内部点検実施項目数（項目数×２か所×回
数）

個

個

回

消費者 Ｈ８

開始
年度

活動指標等 単位対象者

指標の数値（上段：目標値，下段：実績値） 重点度
（Ａ～Ｃ）
※施策目標に
対する寄与度

事業の
方向性

施 策 目 標 を 達 成 す る た め の 取 組 方 針

継続

市民の食品に対する安心感を高めるためには，食品に関する
正しい知識を普及させ，消費者自身が食品の安全性について
適切に判断できることが重要であることから，継続して実施して
いく。

A 継続
食品衛生指導員の指導育成により，食品衛生事業者の衛生管
理や施設基準等が遵守されるとともに，食品や検便の自主検査
が推進されることから，継続して実施していく。

A

食品衛生検査施設の信頼性を確保するため，第三者機関の外
部精度管理調査に参加することで検査精度を確認していくととも
に，食品衛生法に基づく検査業務を内部点検することで確認し
ていく。

継続

A 継続

食肉の安全性を確保するため，適正なと畜検査を実施するとと
もに，ＢＳＥの特定部位及び細菌等による枝肉汚染防止対策を
推進していく。また，県が実施している食肉の放射性物質検査
に協力していく。

A 継続
適切な行政処分及びと畜場の衛生管理指導に資するための機
器等について，計画的に検査機器の更新を行い，適正な検査を
実施していく。

A


